
 

 

 

 

一般社団法人 日本病院会 御中 

 

 

 

 

日頃から厚生労働行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、「難病の患者に対する医療等に関する法律」につきましては、平成２７年１月１

日に施行され、新たな医療費助成制度を開始することとなります。 

このため、新たな医療費助成制度の対象となる指定難病について、広く国民に周知を図

るとの観点から、別添のとおり医療費助成制度に関するポスターを作成させていただきま

した。 

つきましては、貴会におきまして広く周知していただくとともに、会員の皆様方にも周

知していただき、当課の趣旨にご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

                      平成２６年１１月２６日 

厚生労働省健康局疾病対策課   

 

 

 

 

 

 

 



1医療費助成の対象疾病を大幅に拡大します

・対象の疾病（指定難病）が に拡大されます。

2患者さんの負担が変わります

。医療費の自己負担割合が3割から2割になります。

・所得に応じ、自己負担する金額の限度額が、これまでの制度から変わります。

（これまで難病医療費の助成を受けていた方の中には、今まで以上に自己負担をお願いするごともあります。）

くその他の変更点＞
・新たな医療費助成制度の対象となるのは、指定難病で、①病状の程度が一定程度以上の方、ちしくは②高額な医療を継続すること
が必要な方となります。

りかん

・「難治性肝炎のうち劇症肝炎」 「重症急性牌炎」に曜患されている方は新たな制度の対象となりません。ただし、現行制度で認定
されている方は、平成27年 1月以降ち医療費助成が受けられます（医療費助成の申請期限は、平成26年12月末です）。

－「スモン」は、平成27年 1月以降ち現行の医療費助成制度の対象となります。

指定難病に関する情報については難病情報センターHP(htto://www.nanbvou.or.io／）をご覧ください。

医療費助成の申請手続きについては、お住まいの都道府県の担当窓口にお問い合わせください。

。 厚生労働省
難病対策
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